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会 議 の 経 済 理 論 ⑴

森　谷　文　利　

１　はじめに

会議は多くの組織で利用される一般的な意思決定方法である。例えば，日

銀における金融政策決定会合，政府組織における審議会や委員会，会社にお

ける取締役会，陪審制における評議など枚挙にいとまがない。しかし，より

詳細にみると会議の人数やその議決方法は場面によって大きく異なる。例え

ば，1996年時点における日本企業の取締役人数はトヨタ自動車が55人，日立

が33人，日本石油が16人である（平田，2003）。アメリカの陪審制では連邦

裁判所の評議が原則12人であるのに対し，州によって人数が異なる。また，

決定方法を見ても，有罪・無罪の評決に全会一致を求める場合もあれば，12

人のうち10人の多数決で決められる場合もある。取締役会の決議では会社法

上過半数の賛成が必要である（会社法369条１項）。

では，どのような要因によってこのような多様な会議のデザインが決まる

のだろうか。本論文の目的は，この問題に関する最近の理論研究を選択的に

レビューするとともに，既存研究の問題点を指摘することにある。もちろ

ん，紙面と能力の制約のため，すべての結果を網羅できない。そこで，本論

文では次の二つの観点から，対象となる論文を限定する。

第一に，会議のデザインの問題としてメンバーの人数と決定ルールの関係

に注目する。理由は二つある。一つは，これらが応用上基本的なデザイン変

数である点である。例えば，森田（2011）では，「日本企業の取締役会は非

常に多く（例えば20名から40名）の取締役で構成されていることが多く，
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（中略）取締役が形骸化してしまっているのではないかとの批判がしばしば

寄せれていた」（p.51）とし，会議の規模に言及している 
1

。先の陪審制のよ

うに決定ルールも多様である。第二の理由は，情報の集約に注目する既存研

究において，最適決定ルールの下での最適な人数が応用可能な形で明らかに

なっていないためである。詳細は本論全体で述べるが，標準モデルに内在す

る影響の多様性に原因があるようである。要するに，応用上重要な変数にか

かわらず，応用可能な標準モデルが構築されていない点に問題があると考え

ているため，本稿ではこの二つの変数に関心を絞る。

第二に，会議を，「事前に定められた拘束力のあるルールに従って（pre-

committed rule），会議のメンバー全体の利得に影響をもたらす事柄につい

て（Public），意思決定を行うこと」と考え，その役割を分散した情報の集

約 
2

とする。この定義は取締役会などの現実に観察される会議の一側面を反

映している。例えば日本の取締役会（取締役設置会社の場合）は，会社の業

務執行に関する意思決定をなす機関であり，「取締役全員の協議により適切

な意思決定がなされることが期待」（江頭，2009，p.381）されている。取締

役が保有している情報の集約は，適切な経営判断を実現するために必要なも

のの一つであり，この意味で取締役会は本稿の考える会議と制度上は対応す

る 
3

。もちろん，会議のすべての側面をとらえていないことには注意が必要

である。例えば，意思決定を伴わない「ガス抜き」のための会議や，情報交

換を目的とせず手続き上の理由から開催されるものはこの定義に当てはまら

ない。

１　同論文は決定ルールについても言及している。「情報獲得を怠けることは事後的に対会社責任
（会社法423条１項）を追及されることにつながりかねないことをかんがみれば，取締役会にお
いては厳しめの多数決ルールを採用することには一定の合理性があると考えられる」（p.52）
２　この分野の先駆的研究である Condorcet（1785）及び Black（1958）に基づく。
３　日本の取締役会が形骸化しているという指摘もあるため，実質的な意味で対応しているかは
慎重な分析が必要である。ただし，形骸化を理由として本稿の定義と対応しないと結論付ける
ことはできない。もし，形骸化が，「意見交換によって情報集約が期待されているにもかかわら
ず，情報集約が行われないこと」を指すのであるのならば，その原因の特定は本稿のモデルの
目的の一つであるからである。
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本稿と既存研究の関係を整理しよう。本稿と同様の会議の定義を採用して

いるレビュー論文として，Gerling et al.（2005）と Li and Suen（2009）が

ある 
4

。これらの論文は情報構造を単純化し，多くのデザイン変数について

サーベイしている。他方，本論文は標準モデルに内在する問題点に関心があ

るため，多くの既存研究に近い複雑なモデルを採用している。また，情報の

集約（伝達）は，メカニズム・デザイン，チープトーク，シグナリングモデ

ルなどの理論モデルで分析されている 
5

。本稿の対象とする会議は，事前に

定めた決定ルールに拘束力があるため，メカニズム・デザインの文献に位置

付けられる 
6

。メカニズム・デザインのモデルの中でも，（i）エージェント

が複数，（ii）意思決定に外部性がある，（iii）エージェントの私的情報に相

関のあるものと対応する。但し，Li and Suen（2009）が指摘しているよう

に，多くのメカニズム・デザインの研究において，情報集約のためのインセ

ンティブは金銭移転によって調整されている。現実の会議では金銭移転はあ

まり観察されないため，本稿では金銭移転は導入しない。この点が本稿のモ

デルの重要な特徴の一つである。

本稿の構成は以下の通りである。第２節では分析の基本となるモデルを設

定する。次に，ベンチマークとしてコンドルセの陪審定理を紹介する。この

陪審定理は，（i）会議のメンバーが自身の私的情報に基づいて投票を行う，

（ii）追加的費用なしに会議のメンバーは情報を獲得できる，という仮定に

基づいている。そのため，（i）を緩和した場合を第４節で取り扱い，（ii）を

緩和した場合を第５節で取り扱う。第６節は（i）と（ii）を緩和した場合を

分析する。

４　Li and Suen（2009）では，この二つの特徴に加えて，会議メンバーのインセンティブについ
ての条件がある。本稿の定義にこの条件がない理由は，インセンティブ問題を捨象した非戦略
的アプローチの文献を含めるためである。
５　投票などの事前に決められたルールに基づいて選好を集約する研究は本稿の対象外である。

Brams and Fishburn（2002）を参照。
６　多様なアプローチで研究が進められており，メカニズム・デザインのアプローチのみに依拠
しているわけではない。例えば，Gilligan and Krehbiel（1989）ではチープトークモデルに基
づいて分析している。
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２　モデル

人のメンバーが会議を開き，意思決定 を行う状況を考えよう。

例えば，複数の陪審員が被告の犯罪の有無を判断する評議や，特定のテーマ

について複数の委員が参加する審議会がこれに当てはまる。ここで選択肢

は２つとする。評議の場合，有罪判決（ ）か無罪判決

（ ）である。

■選好　会議に参加するメンバーの効用は，環境の状態 と

決定 に応じて次のように定める。

ここで， （ ），（ ）は環境に適合しない意思決定による費用であり，

メンバーごとの選好の差異を表すパラメーター に依存している。陪審制

の場合では，誤判決の費用と対応している。被告が本当に犯罪を行っていな

かった場合に（ ）有罪判決を下す（ ）と冤罪が発生してしまうし

（ （ ）），逆に，犯罪を行った被告（ ）に無罪判決を下す（ ）

と，犯罪者を野放しになってしまうという問題が起きる（ （ ））。いずれ

を重視するかは陪審員によって異なっているので，それぞれの費用の大きさ

は，選好に関するパラメーター に基づいている。なお，会議のメンバー

に加えて会議の設計者を想定し，そのパラメーターを とする。意思決定

が環境に適合的である場合には費用は発生しない。

■情報構造　環境の真の状態 が観察可能であれば，常に真の状態に応じ

た意思決定が行える。しかし， が常に観察可能かというとそうではない。
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刑事裁判で被告が本当に犯罪を犯したかどうかはわからない場合が多いし，

企業内では何が適切な意思決定かわからない状況もままある。そこで，環

境の状態 はメンバー全員に観察不可能であると仮定し，それぞれのメン

バーは私的情報を入手すると考えよう。つまり，メンバー はシグナル

のみを観察できると仮定する。私的情報の組を

（ ）とし， が発生する確率を （ ）， と が実現する結合確率を

（ ） とする。ここで，すべての  について  （ ）

かつ （ ） であると仮定する。これは，

真の状態が有罪である時に，有罪のシグナルを受け取る確率が高いことを意

味するとともに，シグナルは真の状態を伝えていない可能性も存在すること

を意味している。

■メカニズム　ここまで，意思決定が真の状態 に対応しなければならず，

に関する情報 が会議のメンバーに分散して存在する状況を想定した。し

たがって，本モデルにおける会議設計の目的は，このように分散した情報の

集約し，情報を反映した意思決定を行うことにある。

このように非対称情報が存在した場合，（i）それぞれのメンバーが私的情

報に基づいてメッセージを同時に報告する，（ii）そのメッセージに基づい

て決定を下す，というゲームを考える必要がある 
7

。 をメッセージ空間と

し，メンバー の戦略を とする。なお，混合戦略も許容し，

を観察した時に を申告する確率を （ ）とする。シグナルの組み

合わせ を所与としたとき，メッセージの組み合わせ （ ）が

実現する確率を，  （ ）とする（つまり， ×…

× （ ））。このメンバーが報告した に基づいて決定が行われるの

で，決定ルールを（ ）とする。直接表明原理より，メッセージ空間の要

素の数は一般性を失うことなく，私的情報の数（すなわち，２個）に限定で

7　伊藤（2003）参照。



（ 16 ）

きるので， は とする。

最も一般的なこのメカニズムは，現実で観察される多数決ルールを含んで

いる。現実で観察される標準的なルールは，（i）それぞれのメンバーが二つ

の選択肢 のいずれかに投票し，（ii）その票数によって を選択する，と

いうものだろう。この手順（i）と（ii）は前の手順（i）と（ii）とそれぞれ

対応している。 を有罪 への投票， を無罪 への

投票と解釈すると，メンバーのメッセージ戦略と投票行動は一致する 
8

。

他方，決定ルール（ ）の限定された一部が多数決ルールになっている。

投票の組を（ ）とすると，閾値投票ルール（threshold voting 

rule）とは次の通りである。

ここで， は選択肢１の票数であり， は１を選択するため

の票の割合を示している。例えば，会議のメンバーが９人で過半数ルール

を考えてみよう。この時上記のルールは，５人以上の人が１に票を

入れれば有罪が選択されるし，そうでなければ無罪が選択されることを意味

している。後で議論するように，この閾値投票ルールは最適な意思決定ルー

ルとは限らない。

■タイミング　本ゲームのタイミングは以下の通りである。

１．会議設計者が決定ルール （ ）とメンバーの人数 を選

択する。

２．観察後，それぞれのメンバーは を私的に観察。

８　本モデルの場合，選択肢の数（# ）と私的情報の数（# ）が一致しているため，このように
対応させられる。もし，私的情報の数が選択肢の数を上回った場合には，対応させることがで
きない。
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３．メンバーが投票（ ）を行う。

４．メカニズムに基づいて が選択される。

３　非戦略的アプローチ

本節では，会議メンバーの戦略的な投票行動を無視し，最適な決定ルール

と人数を考えてみよう。つまり，会議のメンバーが自身の私的情報を正直に

伝達することという仮定である。

仮定１．（情報的投票行動，Informative Voting）会議のメンバーの投票戦

略が情報的であるとは，

である。

なお，会議メンバーの戦略的投票行動を排除している為，本節の目的は情

報を最も有効に利用できるメカニズムを明らかにすることである。

3.1　最適メカニズム

期待利得 は

　　　　

　　　　　

と表現できる。第１，２項は，第２種過誤と第１種過誤の期待費用をそれぞ

れ表現している。もし，その被告人が有罪だった場合（ ）に，無罪判

決 （ ） を下すと，犯罪者を釈放してしまうという費用が発生する
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（第１項）。同様に，第２項はその被告人が犯罪を犯していなかった場合

（ ），有罪判決 （ ） を下すことによる費用を表現している。なお，

は設計者の選好を表している。

情報的投票行動の仮定の下ではすべてのメンバーが常に正しい情報を報告

しているので， となる。つまり，メンバーから正直に申告された情

報の組み合わせ （ ）に基づいて会議の設計者が，有罪の可否

を判断していることと同値である。従って，以下のように表現できる 
9

。

ここで， （ ）が設計者の選択変数になるので，上の式を について整理

し， に関係する部分のみを取り出すと，

となる。この式から，設計者の利得を最大にする（つまり，エラーの期待費

用を最小にする）意思決定ルールは次のようになる 
10

。

定理１．会議の設計者の選好を とし，会議のメンバーが正しい情報

を会議の設計者に伝えたとしよう。この時，最適な決定ルールは，

９　より厳密には， の時 ， の時， を期待利得に代入
することで求まる。
10　Pointwise maximizationにより，括弧の中の数字がゼロより大きい時， の選択が
最適である。
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となる。

この結果を理解するために，条件式を次のように変形しよう。

右辺は，有罪 を選択した場合，冤罪による期待費用であり，左辺は，

有罪 を選択した場合，犯罪者を無罪にしてしまった場合の期待費用

になる。ここで，  と  は の情報

を織り込んだ条件付き確率であり，被告人の犯罪行為の正確な情報を持って

いないことが原因である。従って，有罪・無罪の判断は，有罪の尤もらしさ

（尤度比）とそれぞれの費用の相対比によって  が選択される。

つまり，間違った意思決定を回避するためには，（1） が実現した時の

の尤もらしさ（尤度比 ）が大きいほど，（2）

誤って無罪としてしまった場合の費用 が大きいほど，有罪判

決が最適になる。

3.2　閾値投票ルール

現実的な投票ルールが最適になるように，次のような仮定を導入しよう。

但し， が実現した時のメンバー の私的情報の実現確率を とす

る。

仮定２．（独立性，Independence）

仮定３．（同質性，Homogeneity）すべての について

　　　　

この二つは，ゲームのタイミング２で情報獲得過程についての仮定であ
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る。独立性は「それぞれのプレーヤーの情報ノイズに相関がない」ことを意

味しており，能力一定の仮定は「プレーヤーの情報獲得能力が同一である」

ことを意味している。記号を簡略化するために（すべてのプレーヤーにとっ

て同一な）正しいシグナルが出現する確率 と をそれぞ

れ とする。 
11

この仮定は２つの性質をもたらす。一つは， の個数が

の十分統計量になっていることである。つまり，プレーヤーが

獲得する情報の質に違いがないので，正しい状態を推測するために必要なの

は，何人のプレーヤーが有罪のシグナルを受け取ったかである。したがっ

て，有罪のシグナルを受け取った人数が だとすると，一般性を失うことな

く最適な決定ルールを に限定できる。

もう一つの性質は， の個数は二項分布に従うことである。二項分

布では，尤度比は次のようになる。

この尤度比は次のような性質を持っている。

補題１．仮定２，３が満たされるとしよう。以下の性質が成立する。

１． は について単調増加関数 
12

。

２． は について単調減少関数。

証明．尤度比の対数をとると，

11　前の仮定より，１＞ ＞０，１＞ ＞０である。
12　MLRP（Monotone Likelihood Ratio Property）と対応する。
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となる。 かつ であるので， 。したがって，

かつ が成

立する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Q. E. D

　では，最適な決定ルールを考えよう。追加的な仮定の下では，会議設計者

の期待利益は

となる。既述の通りの理由で意思決定ルールは にのみ依存している。定理

１と同様の計算によって，有罪判決 が最適な必要十分条件は，

　　　　　　　　　　　　  （1）

となる。この条件は定理１と同様である。しかし，仮定２，３を導入するこ

とで，「一定数以上のメンバーが を観察した時に，有罪判決を下す」とい

う現実的なルールが最適になる。

命題１．仮定１，２，３が満たされるとしよう。さらに，
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かつ を仮定する。

１． を満たす が一つ存在する。

２．最適な意思決定ルールは

である。

有罪・無罪の判断が有罪の尤もらしさと相対コストで決まることは既に述

べた。ここでは，図１に基づいて，「一定数以上のメンバーが を観察した

時に，有罪判決を下す」ルールが最適になる理由を説明する。この図では，

会議の参加メンバーが10人で，四角形が尤度比，バツ印が相対コストを表現

している。有罪のシグナル が多く出現すればするほど，その被告が有罪

である尤もらしさが高いので， は について単調増加関数である

（補題１）。これに対して，相対的な損失は の数にかかわらず一定である。

25

20

15

10

5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

図１　最適決定ルール
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結果，この不等式が逆転する閾値 が存在して，それより大きい数のメン

バーが を観察した場合には， の選択が最適になっている。図１の例

では， は８人である。

なお，命題の仮定は， が に存在するための条件である。

例えば，もし， であった場合には， は存在せず，

すべての について が最適になる。 の時，常

に が最適になる。もちろん， をそのような形で定義しても良い。

ここまで，一般的な決定ルール について考え最適な を求めた。で

は，この一般的な決定ルールと閾値投票ルールの関係はどのようになってい

るのだろうか。先の結果を使うと， とした閾値投票ルールが最適

になることがわかる。

系１．仮定１，２，３が満たされるとしよう。最適な決定ルール の結果

は， の時に閾値投票ルールによって達成することができる。

情報的投票行動の仮定の下では， という情報を入手したメンバーは有

罪に投票をする。有罪に投票をした人の人数は という情報の個数と一致

するので，有罪と判断する閾値を とすると，有罪のシグナルが

以上の時に有罪の決定を行うことになる。これは，最適決定ルール

と同様の結果をもたらす。

3.3　陪審定理

3.2では，人数 を所与として最適な閾値投票ルールを考えたが，今度は

任意の閾値投票ルール を所与として，人数 を変化させることを考えよ

う。なお，以下では，仮定１，２，３が満たされるとする。

閾値投票ルール  を採用した場合の期待利得は， 次のように書き換えられる。
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 ⑵

　　　

ここで，仮定１，２，３の下では，

　　　

となる。 は，真の状態が にもかかわ 

らず，有罪 に賛成した人の比率が既定の基準 以下である為， 

無 罪 が 決 定 さ れ る 確 率 を 表 現 し て い る。 同 様 に，

は，真の状態が にもかかわらず，有罪

に賛成した人の比率が既定の基準 を上回っている為，有罪

が決定される確率である。

従って，会議の人数 を変化させると，この二つの確率を通じて期待利

得を変化させる。では， が増えるとどのように変化するのだろうか。この

問題に答えるために次の仮定を導入する。

仮定４． かつ

次の結果は Condorcet Jury Theoremとして知られているもので， を

大きくすればするほど会議設計者の利得は改善することを示している 
13

。

13　通常，Condorcet Jury 定理は次の結果を含む。↗
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定理２．（陪審定理，Classic Condorcet Jury Theorem）仮定１，２，３，４

が満たされるとしよう。

証明． の時も同様に示せるため，真の状態 が の時のみ証明をす

る。シグナル の数 の表現を簡単にするため，

の時 ， の時 となる確率変数 を考えよう。 は 

確率 で ，確率 で のベルヌーイ分布である。

を を使って表現すると，  

となる。 はベルヌーイ分布であるので， は，平均 ，分散

の二項分布である。

以下では， を示す。確率を変形する

と

最後の不等式は事象が減っていることから求まる。 より，

は， である。両辺を で

↘
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掛けて，分散を変形した を使うと，

Chebyshevの不等式を使うと，すべての式について

従って，任意の に対して

極限をとると

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Q. E. D

この結果， を増やしていくと，真の状態をほぼ完全に対応した決定が下

せる。なぜなら，会議サイズを大きくすると，より正確な情報を入手できる

ため，誤った決定を下す可能性はほとんどなくなるからである（大数の法

則）。実際，
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であるので， を無限に大きくすると，デザイナーの期待利得は 0に近づい

ていく（式⑵を参照）。よって，会議サイズは大きければ大きいほど望まし

い。

仮定４の意味を考えるために，すべてのメンバーが合意しないと有罪を下

せない全会一致ルールの場合を考えよう 。 と が成

立しているため，仮定４は常に満たされていない。この場合，会議サイズが

大きくなると誰かが無罪のシグナルを受け取っている確率は高くなるので陪

審定理は成立しなくなる。メンバーの誰かが無実のシグナル を受け取って

いる確率は であり， であるので，

となる。従って，閾値がシグナルの精度（ と ）より小さくなる必要

がある。

この陪審定理は様々な方向から活発に研究が進められているが，ここでは

仮定３と２に関する研究を紹介する。一つの方向は，メンバーが同質的であ

るとの仮定３を緩和し，メンバーによって情報の精度が異なる場合を考える

ものである（Grofman et al., 1983; Nitzan and Paroush, 1984; Boland,  

1989; Paroush, 1998; Berend and Paroush, 1998）。これらの研究は，メン

バーによって情報を入手できる能力が違うことを想定し，追加的な仮定の下

で陪審定理が成立することを示した。

また，独立性の仮定２を緩和する研究もある。（i）メンバー間の共通の情

報，（ii）コミュニケーションの存在，（iii）考え方の違いがある場合には，

独立性が一般的には満たされないからである（Ladha, 1992）。そのため，メ
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ンバーの情報が相関している場合に，CJTが維持されるかどうかが検討さ

れている（Nitzan and Paroush, 1984; Boland, 1989; Boland et al., 1989; 

Ladha, 1992; Berg, 1993; Ladha, 1993; Ladha, 1995; Berend and Sapir, 

2007; Kaniovski, 2010; Kaniovski and Zaigraev, Forthcoming）。

3.4　まとめ

本節では，情報的投票行動を仮定し，最適な会議のデザインを考えてき

た。まず，会議サイズを所与とした場合，最適な決定ルールを明らかにし

た。最適な決定ルールは，尤度比と相対的コストに依存しており，独立性と

同質性の仮定の下では，閾値投票ルールが最適になることを示した。次に，

閾値投票ルールを所与としたとき，最適な会議サイズを検討した。この場

合，多くのメンバーが集まると，多くの情報がその会議に集まってくるの

で，会議サイズは大きいほど望ましいという結果になる。つまり，最適な会

議サイズは無限大となってしまうのである。

この結果は情報の集約という会議の基本的役割を明示している一方で，三

つの問題がある。一つは，他のメンバーの行動を考えて自身の投票を変える

という戦略的行動が排除されている点である。２つ目は，メンバーが情報を

保有しているとの想定である。最後の問題は，最適な会議サイズを議論でき

ないことである。本節では多くのメンバーが集まると，多くの情報がその会

議に集まってくるので，会議サイズは大きいほど望ましいという結果にな

る。しかし，審議会や会社の会議をはじめとして実際の会議ではそのような

大規模なものは必ずしも多くない。従って，大人数による会議の費用を明示

的に導入する必要がある。

次節では，二つ目の問題はひとまずおいて，一つ目の問題―メンバーの戦

略的行動—を考慮し，最適なデザインを再検討する。
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